
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 売掛金の貸倒損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：得意先が夜逃げしたようで連絡がつき

ません。売掛金があるのですが、債権放棄し

ようと思っています。貸倒損失の計上は認め

られますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：認められるものと思われます。 

【解説】  

法人税では、法人の有する金銭債権に付い

て次に掲げる事実が発生した場合には、その

金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その

事実の発生した日の属する事業年度において

貸倒れとして損金の額に算入するとしていま

す。 

①更生計画認可の決定又は再生計画認可の決

定があった場合において、これらの決定によ

り切り捨てられることとなった部分の金額 

②特別清算に係る協定の認可の決定があった

場合において、この決定により切り捨てられ

ることとなった部分の金額 

③法令の規定による整理手続によらない関係

者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨

てられることとなった部分の金額 

ｲ)債権者集会の協議決定で合理的な基準によ

り債務者の負債整理を定めているもの 

ﾛ)行政機関又は金融機関その他の第三者のあ

っせんによる当事者間の協議により締結され

た契約でその内容がイに準ずるもの 

④債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、

その金銭債権の弁済を受けることができない

と認められる場合において、その債務者に対

し書面により明らかにされた債務免除額    
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